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農業委員会総会議事録

日程第１会期の決定について

日程第２会議録署名者の指名について

日程第３ 藤里町農用地利用集積計画の決定について

日程第４ 農地法第５条の規定による許可申請について

日程第５ 非農地証明願について

日程第６

日程第７ 専決処分について

藤里町農業委員会会議規則第13条２項の規定による議事録署名委員は次のとおり

村岡　和夫事務局長

１．招集及び開催月日

２．開催及び時刻

議 案 第 54 号

議 案 第 53 号

３．招集者及び議長

４．出席委員の番号及び氏名

５．欠席委員の番号及び氏名

６．議事日程

農用地区域内の電気通信事業法に基づく事業施設の建設について

７．議事録署名委員

８．事務局出席者

3 番 山 田 一 達 孝 4 番 安 保 広 政

終 了 時 刻 午 後 ４ 時 45 分

招 集 者

議 案 第 55 号

そ　の　他

出席

 7番 市 川 一  9番 細 田 治 男

委員 藤 原 信 一 欠席

6番 委員 田 中 文 雄 出席 13番 委員 安 部 満 出席

5番 委員 佐 々 木 忠 久 出席 12番

開 催 場 所 藤 里 町 役 場 議 場

開 催 時 刻 午 後 ３ 時 0 分

第２１期 第 19 回

藤里町農業委員会

招 集 月 日 平成 24年 11月 30日

開 催 月 日 平成 24年 12月 10日

議 案 第 51 号

議 案 第 52 号

 12番 藤 原 信 一

7番 14番委員 市 川 一 欠席 委員 細 田 茂 廣

4番 委員 安 保 広 政 出席 11番 委員 佐 々 木 靖 夫 出席

3番 委員 山 田 一 達 孝 出席 10番

委員 細 田 治 男 欠席

1番 会長 小 森 鉄 雄 出席 8番

委員 齋 藤 猛 出席

会 長 小 森 鉄 雄

番号 職名 氏 名 出欠別 番号 職名 氏 名 出欠別

議 長 会 長 小 森 鉄 雄

委員 桂 田 善 昭 出席

2番 職務代理者 淡 路 龍 美 出席 9番
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９．会議の概要は次のとおり

開会 午後３時

事 務 局 お疲れ様です

定刻になりました。本日は、７番、９番、１２番委員が欠席でございますが、定足

に達しておりますので、ただいまから第２１期第１９回藤里町農業委員会総会を開

催します。

はじめに、会長からあいさつをお願いします。

議 長 皆様、寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。

寒入りしたような寒さで大変な雪になりました。

私は、１２月５日から７日まで東京において農業者年金の加入推進セミナーに出席

してまいりました。

目標であります加入者１０万人を達成したという話があり、女性が３割を超えてい

るということで、今後も加入推進に力を注いでほしいということでございました。

また、６日には全国農業委員会会長大会モ開催されましたが、選挙中ということで

国会議員との懇談はございませんでした。農水省の秋田県出身の技官との懇談の場

を設けることができ、人・農地プランの詳しい話を聞くことができました。

人・農地プランについては、新規就農者や、年取って農業をやれなくなった農家に

とって、また地域の農業を守るためにぜひ進めてほしい事業だということでした。

協議の場において、話題にしたいと思います。

さて、本日は議案が５件と、そのほかにも協議事項等があるようです。

また、総会後には、町長を交えた農政懇談会も予定されておりますので、よろしく

お願いいたします。

さっそく、報告に入ります。

報告1番「行事報告及び行事予定について」事務局は説明願います。

事 務 局 １１月行事報告、１２月行事予定について説明。

議 長 １２月６日の行事で、全国会長代表集会とありますが、この中で、由利本庄市の会

長さんが、発表しております。皆様にご報告しておきます。

ただいまの説明でご意見、ご質問はございませんか。

（なしの声）

ないようですので、議事に移ります。

日程第１「会期の決定について」会期は１２月１０日本日１日限りとします。

日程第２「会議録署名者の指名について」慣例により当職から指名してもご異議ご

ざいませんか。

（異議なしの声）

それでは、３番山田委員、４番安保委員にお願いします。

日程第３「議案第５１号　藤里町農用地利用集積計画の決定について」事務局は、

説明してください。

事 務 局 ５ページをご覧ください。

議案第５１号　農業経営基盤強化促進法による利用集積について　農業経営基盤

強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第６条第６項の申請に伴い、藤里町から
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農業経営基盤強化促進法施行規則第２条に基づく意見を諮問されたのでこれを提

出する。

平成２４年１２月１０日提出藤里町農業委員会会長　小森鉄雄

１．農業経営基盤強化促進事業による利用権の設定総括表は別紙のとおり

平成２４年１２月１０日公告予定分

今回は、賃貸借権の新規設定が１件でございます。

６ページには総括表がございますが、田の使用貸借６年１４，１８４㎡です。

貸手が佐々木清孝さん、借手が佐々木忠久さんです。真土上岱１６８－１他６筆

となります。

これは、後ほど協議に時にご説明しますが、人・農地プラン事業として認定した

案件となります。

議 長 ただいまの説明でご意見、ご質問はございませんか。

（なしの声）

ないようですので、本件は許可相当としてもよろしいですか。

（異議なしの声）

異議なしとのことですので、議案第５１号は許可相当とします。

続きまして、「議案第５２号　農地法第５条の規定による許可申請について」事　

務局は説明してください。

事 務 局 ９ページをご覧ください。

議案第５２号　農地法第５条の規定による許可申請について

次のとおり、農地法第５条の規定による使用貸借権設定の許可申請があったので、

農地法施行令第１５条第１項の規定に基づき秋田県知事に送付することについて

意見を求める。

平成２４年１２月１０日提出藤里町農業委員会会長　小森　鉄雄

これは、河川の環境維持工事いわゆる筋洗いのための仮設道路を設置するための

一時転用許可申請です。

場所は石川原平３１番　貸手は沢尻２４－７桂田正雄さん、借手は能代市の齋藤

建設になります。

寺沢の高橋進宅の上手で、町道から延びた赤道を利用して仮設道路を川筋まで延

す計画です。

２１ページに現場写真を添付しておりますので、確認願います。

期間は１月１５日から３月１９日までの約２ヶ月間です。

冬季間ですし、積雪もあることから、農地には影響ないかと思われます。また、

当該地の中央を使用することから、隣接地には影響がないようです。

借手の齋藤建設の定款等も申請書には添付されております。

議 長 ただいまの説明でご意見、ご質問はございませんか。

（なしの声）

ないようですので、本件に関しては許可相当としてよろしいですか。

（異議なしの声）

それでは、議案第５２号は許可相当とします。

続きまして議案第５３号「非農地証明願について」事務局は説明してください。
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事 務 局 ２４ページをご覧ください。

議案第５３号　非農地証明願による許可申請について

次のとおり、不動産登記法第３７条第２項の規定により不動産登記を申請するた

め、非農地証明願に対する許可を求める。

平成２４年１２月１０日提出藤里町農業委員会会長　小森　鉄雄

申請地は藤琴字水無３５番ほか２筆の畑で、申請者は鳥谷場の市川吉治さんです。

用途は山林となります。位置は、水無沼の北東で、先回非農地証明が出されました

市川博之さんの土地に隣接した所です。

申請箇所は、昭和５０年ころまで申請者の父親が居住していた場所ですが、転居す

る際に杉を植栽したようです。

申請書には３０年生とありますが、実質は３７年位になっているようです。

３６ページには現況写真を載せておりますが、周囲の山林と一体となっており、農

地として復元は不可能です。

非農地としても問題はないかと思われます。

議 長 ただいまの説明でご意見、ご質問はございませんか。

１ ０ 番 昭和５０年の植栽ということだが、その当時に申請せずに、今頃非農地証明をとい

うのは、どういういきさつがあるのか。

事 務 局 当時、申請者の先代がこの地区最後の居住者であったようで、町にさがってくる頃

には、すでに周囲には杉が植栽されていたようです。

申請土地の隣接に町有地があるのですが、申請者の先代が境界がはっきりせずに、

誤って杉を植栽してしまったことから、今回その町有地を払下げてもらうべく手続

きをしたところ、自分の土地が農地であったことに気付いたそうです。

そこで、今回の非農地証明願となったようです。

議 長 ほかにございませんか。

（なしの声）

ないようですので、本件に関しては、許可相当としてご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議がないようですので、議案第５３号は許可相当とします。

続いて、議案第５４号「農用地区域内の電気通信事業法に基づく事業施設の建設に

ついて」事務局は説明願います。

事 務 局 ３７ページをご覧ください。

農業振興地域の整備に関する法律について

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第２項の申

請に伴い藤里町から農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項に

基づく意見を諮問されたので提出する。

平成２４年１２月１０日提出藤里町農業委員会会長　小森　鉄雄

１．農業振興地域整備計画の策定又は変更については別紙のとおり

ソフトバンクモバイル㈱東北技術部からの移動中継基地局の設置に伴う農地転用に
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関わる事業のための農振区域の変更の申請です。

申請箇所は藤琴字田中１４８番地１のうち１４１㎡です。寺屋布の菊池堅蔵さん所

有の土地で、携帯電話の無線基地局の設置が用途となります。

位置は４５ページの位置図のとおり、林道米代線の東側で、菊池賢蔵宅の下手にな

ります。現況は田に盛土をして以前にビニールハウスを設置していたようです。

田圃としての耕作はなされておりません。

４２，４３ページは土地所有者と隣接地所有者の同意書、４４ページには地元水利

組合の意見書も添付しております。工期については、記載されておりませんが、雪

解け後の着工となるようです。ただ、工事に先行してボイーリングをしたいという

ことで、今の申請となったようです。

議 長 それでは改めて、なにかご意見、ご質問はございませんか。

４ 番 農振区域内のど真ん中の田圃ということになるが、もっとほかに場所がなかったの

か。この近辺では一番いい農地だが。

事 務 局 申請者によりますと、電波の通りがいいのは川筋ということで、この近辺ではこの

場所がベストだということでした。川を挟んで両側が山になりますのでどっち側に

よってもうまくないということでした。

４ 番 山の上というのはどうなのか。

事 務 局 詳しいことはわかりませんが、設置側としては、資材運搬や、土地の造成、電波の

通りなどいろいろなことを加味して場所を選定するのだと思います。その結果とし

てこの場所になったのだと思われます。

１ ３ 番 電気通信事業というのが特殊なもので、大抵の場所に設置が可能だという守られた

事業であるし、町としても携帯電話の使用範囲が広がるのはいいことだが、農振区

域ということが、あまりにも軽く見られていないか。もっと重視されなければない

のではないか。

事 務 局 申請者が設置個所の相談に見えたときに、できれば農振区域外での場所の選定をと

話はしてあります。ただ、ここより下手に他会社の基地が建っているのですが、あ

る程度距離を置いて設置しなければならないようで、また、先回の設置個所は、今

回の場所から３キロほど上流にありますが、そことは完全に山によって隔たりがあ

るので、あまり下手によっても上流部への通りが悪くなるとかで、なかなかいい場

所がなかったとのことでした。

また、この場所は、所有者が既に盛土をしてハウス用地としていたことから、耕作

していないことも選定の理由になったようです。

１ ３ 番 いずれにしても、今後まだ携帯電話の通信塔が設置されるのであれば、できるだけ

農振区域内を避けるような指導をしなければならなと思う。

議 長 わかりました。今後のことは十分に注意し、計画前の段階で、指導していくように
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していくこととします。

ほかになにかありませんか。

（なしの声）

ないようですので、今後のことも踏まえ本件については申請者に今後の事業展開を

確認するということで、本件に関しては許可相当としてもよろしいですか。

（異議なしの声）

ご異議がないようですので、議案第５４号は許可相当とします。

続きまして、議案第５５号　「農地法第３条の規定による専決処分の報告について」

事務局は説明してください。

事 務 局 ５２ページをご覧ください。

相続による農地法第３条の３第１項の規定による届け出に対する受理通知を専決処分

により発行したものの報告です。２件ございます。

福司進さんは、東矢坂の田９筆、西矢坂の畑１筆、鍋内の田１筆の１１筆の相続です

東矢坂は本来３筆なのですが東北電力の送電線の線下ということで分筆されてこのよ

うな状態になっています。

西矢坂はご自宅の裏手の畑、鍋内は堤防の傍です。

もう１件は、神奈川県の伊藤治さんの相続です。

院内岱の畑と館の岱の畑２筆です。

議 長 ただいまの説明でなにかご意見、ご質問はございませんか。

(なしの声）

ないようですので、本件については許可相当としてよろしいですか。

(異議なしの声）

それでは議案第５５号は許可相当とします。

これで、本日の議事は終了いたしました。

つづいて、協議に入ります。

事務局は、協議事項について説明願います。

事 務 局 それでは、農地パトロールの結果から説明いたします。

最初のページをご覧ください。

町全体の不適地赤印のところは、１２１ヶ所で１３４，５０３㎡となり、放棄地の緑

印のところは、８８ヶ所１０７，１１７㎡ありました。

このうち、自己保全管理水田（草刈を行っている圃場）は３５ヶ所４１，０７４㎡と

なりました。

昨年の調査から約１０倍の面積になっております。

これは、農業振興係サイドでの転作確認において、転作としては不適地と判定された

ことによるもので、昨年から手つかずの状態の農地が増えたことになります。

以降のページについては、各調査班の調査結果を、表と図に表わしたものです。

以上の結果を踏まえ、このうちの赤印、いわゆる不適地については、農地法第３０条

に基づく指導をいたします。

また、放棄地のところについては、法に基づかない任意の指導を行うこととします。

議 長 ただいまの説明で、なにかご意見、ご質問はございませんか。
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（なしの声）

議 長 ないようですので、事務局は計画に従って指導等を進めることとしてください。

それでは、つぎの案件を事務局は進めて、ください。

事 務 局 それでは、もうひとつの綴り「人・農地プラン」について、説明します。

去る１１月２９日に第１回の人農地プラン検討会を開催いたしました。

農業委員会からは、会長、土地改良から市川委員、農業士として安保委員、町産業委

員長として安部委員の４名野方が検討会員となっております。

今回の検討委員会は、委員への依嘱条交付と要綱の説明、さらに２件のプランの承認

を行いました。

プランしては、萱沢の佐々木忠久さんが佐々木清孝さんの田を集積するためのものと

新規就農者として、小山智弥さん夫婦プランとなります。

双方とも問題なく承認されたということになります。

今後は、「人・農地プラン」の事業そのものを町内の皆様に広く周知する目的を含め

地域での説明会を開催する予定です。農業振興係が実施する予定ですが、農業委員の

皆様には、地域での説明会に農業委員として参加していただいて、地元農家の相談役

になっていただきたいと思います。

説明会の日程等が決定次第、みなさまにお知らせします。

議 長 ただいまの説明で、なにかご意見、ご質問はございませんか。

２ 番 この、プランについては、だれが作成することになるのか。

事 務 局 農家の意見をアンケート調査により集約し、農地の出し手、受け手となる経営体を把

握したうえで、町が計画することになります。その計画をもって、検討委員において

承認を得たものが、事業に乗っかるということになります。

２ 番 地元の農地集積が主な目的であるし、経営体となる認定農業者の経営状態や、圃場の

状態も、地域の代表や、農業を真剣に間あえている人間が検討委員になるべきではな

いか。女性のメンバーを全体の３割にするとかは、問題外ではないか。

このメンバーでは、地域の農家経営を検討できないと思うが。

議 長 「検討委員のメンバーに女性を３割入れるように」というのは、この事業を進めるに

あたっての、国からの指示になっていますので、どうにもならないです。

そのほかのメンバーもいるので。

２ 番 地域の農業を考えるのであれば、検討委員の選抜に問題がある。もっと考えた人選が

必要だろう。

議 長 わかりました、今後の検討課題といたします。

ほかにありませんか。

(なしの声）
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事 務 局 事務局からお願いがございます。

新年最初の１月の総会ですが、５日が土曜日となりますので、総会は本来の予定では

７日月曜日となる予定ですが、事務局の諸事情により８日の火曜日以降に変更してい

ただけませんでしょうか。

議 長 ただいまの事務局の１月の総会に日程について、ご意見、ご質問はございませんか。

（異議なしの声）

無いようですので、本日の日程を終了いたします。お疲れ様でした。

午後４時４５分 閉　会
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